
 

 

 

 

 

                 農地法第４条第１項の規定による許可申請書           

                               令和○○年○○月○○日 

 岐阜県知事 様 

                       申請者 氏名   〇 〇 〇 〇  ㊞ 

                                                          

 下記のとおり農地を転用したいので、農地法第４条第１項の規定により許可を申請します。 

１．申請者の住所等 住         所 

 

（○○県）○○○市○○○番地の○○  

２．許可を受けようとする土地の所在等   

土 地 の 所 在 地  番 

地   目 
面 積 

ｍ２
 

耕作者の 

氏  名 

市街化区域･市街 

化調整区域･その 

他の区域の別 

登記簿 現 況 

中津川市  ○○ 字 ○○○ ○○○番○○ 田 田 200 ○○ ○○ その他 

中津川市  ○○ 字 ○○○ ○○○番○○ 田 畑 100 ○○ ○○ その他 

中津川市  ○○ 字 ○○○   
○○○番○○ 

の内 
畑 休耕 

150の内 

60.15 

管理者 

○○ ○○ 
その他 

中津川市       字 以下余白 
     

中津川市       字 
      

中津川市       字 
      

    計 ４５０㎡の内３６０.１５㎡ （田３００ｍ２  畑１５０㎡の内６０.１５㎡ ）                         

３．転用計画                                                                                 

（１）転用事由の詳細 事由の詳細 

（一例）申請人は、自宅周辺で営農しているが、より効率的な農作業を行

うために農業用機械を更新し大型化を予定している。現在の農業用倉庫で

は不足することから、新たに農業用倉庫を建築するもの。 

用途 

  農業用倉庫 

（２）事業の操業期間又は 

      施設の利用期間 
    許可 年  月  日から   永久  年間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．許可を受けようとする土地の所在等 

 

・申請地「土地の所在・地番・地目（登記簿）・面積」は、土地登記簿謄本より正確に記入してください。 

一筆のうち一部（分筆測量中）でも申請は可能です。ただし、分筆測量中の場合、 

地番・面積は○○○㎡の内○○○．○○㎡(小数点第２位まで)と記入してください。 

 この場合、地積測量図の添付が必要です。 

 

・地目（現況）は、登記簿「田」の場合でも、畑として利用している場合は「畑」と記入。休耕中の場合 

は「休耕」と記入 

 

・耕作者の氏名は基本的には「申請人」と同一となります。休耕の場合は「管理者」を付記 

 

・耕作者が土地所有者（申請者）からみて第３者である場合は合意解約が必要な場合がありますので、 

農業委員会事務局までお問い合わせください。 

 

・区域の別は、中津川市は市街化区域、市街化調整区域の設定が無いため「その他」と記入 

 

３．転用計画 

 

（１）転用事由の詳細 

・用途は、転用の主な内容を記入 

 この場合、「農業用倉庫」が主なものですが、併せて自家用車の駐車スペース・３０㎡（２台分：車庫ではな

い）と進入路部分・３０．１５㎡もありますが、主は農業用倉庫となりますので、農業用倉庫と記入 

 

・事由の詳細は、申請人としての目的の詳細、転用の必要性、緊急性などについて具体的に記入 

 

（２）事業の操業期間又は施設の利用期間 

・許可日から永久年間と記入 

ただし、一時転用の場合は「許可日から○○年○○月○○日」等と記入 

 なお、許可日以降であれば○○年○○月○○日から永久年間と具体的な日付の記入でも結構です。 

印 

 

※注意事項 

本申請書記載例はＡ３版（山折）ですが、Ａ４版で別紙となる場合は１枚目・２枚目の間に割印をお願い 

します。 

欄外に捨印をお願いします 

農地法第４条／５条申請とは 

 

４条…自己所有農地を自己の利用で農地以外の用地に転用するものです。 

（土地所有権の権利移動は伴わない） 

 

５条…親子・兄弟・姉妹や第３者の利用で農地以外の用地に転用する場合は５条申請となります。 

   土地の権利設定・移動を伴います   権利の設定（使用貸借・賃貸借）または権利の移動（所有権） 

 

１．申請者の住所 

 

「申請者の住所」は、通常は添付書類「土地登記簿謄本（権利部：甲区）」に記載されている土地所有者の 

住所と同一 

※住所が同一でない場合は下記書類などが追加で必要です。     

  ・土地所有者の住民票や戸籍の附票（土地登記簿上の所有者と申請人の同一性を確認するため） 

※土地所有が共有地（複数人による持分登記）の場合は、事前にご相談ください。 

 



 

 

（３）転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要                                     

 

工事計

画 

第１期(着工  許可 年    月    日から 

             ○○  年 ○○ 月 ○○ 日まで) 
第２期 合     計 

   名  称  棟数 建築面積m２ 所要面積m２  棟数 建築面積m２ 所要面積m２ 

土地造

成 

   360.15    360.15 

建 築 

物 

農業用倉庫 １ 220 300 建ぺい率 73.3％ １ 220 300 

小  

計 

 １ 220 300  １ 220   300 

工  作 

物 

駐車場（２台） 

進入路 

  

 

30 

30.15 

   

 

30 

30.15 

小  

計 

   60.15    60.15 

   計  １ 220 360.15  １ 220 360.15 

４．資金調達についての計画 

土地造成費 360.15㎡× 500円＝ 180,075円     

建物建築費 220㎡ ×20,000円＝4,400,000円     

       計             4,580,075円      

 

資金調達 

全額 自己資金 

５．転用することによって生ずる付近の土地・作物・家畜等の被害防除施設の概要                 

［一例］ 

申請地東側は市道〇〇号線、南側は自己所有の雑種地（既存の農業用倉庫あり）と他人所有の農地（畑： 

［氏名］）、西側は自己所有の宅地、北側は自己所有の農地です。 

隣接する農地の所有者については転用事業について説明のうえ了承済（承諾書添付） 

 農業用倉庫であり、生活雑排水の発生はありません。また雨水は申請地南側の既設側溝へ排水します 

 工事中・完了後において、隣接する農地を含め、周辺に被害を与えないよう努めるとともに、万が一不測の 

事態が発生した場合は、転用者の責任において誠意をもって解決します 

６．その他参考となるべき事項                                                               

  

・中津川市○○字○○〇 ○○○番○○の残地は引き続き畑として利用します。 

（記入するべき事項がない場合、空欄のままとする） 

 

印 欄外に捨印をお願いします 

（３）転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要 

・工事計画における期間は、許可（年月日）から（転用事業の完成予定年月日）を記入。完成予定年月日は 

具体的に記入（※完成までの期間は原則として１年以内となります） 

 

・工事計画欄「土地造成」の所要面積は、転用申請面積を記入 

ただし、転用申請（農地）以外に、登記簿上で農地以外の地目（雑種地・宅地・山林など）と併せて一体的に

利用しなければ転用事業が成り立たない場合は、一体利用地として面積に含める 

この場合、第２期欄に「一体利用地○○㎡」と記入 

 一体利用地が含まれる場合「６．その他参考となるべき事項」欄に必要事項を記入（下記６を参照） 

 

・工事計画欄「建築物・工作物」の建築及び所要面積欄は、利用区分に応じて添付書類「建物・施設配置図」 

「建物・施設平面図」に記載されている面積を記入 

 

・建ぺい率は、建築面積÷所要面積（建物を建てるのに必要な面積）であり、住宅＝22％以上、倉庫＝30％以上 

 この建ぺい率以下となる場合は、転用計画（土地利用）の見直しが必要となります（農地転用面積は転用の目

的に必要な面積のみです） 

 

・工作物とは建物以外（例：駐車場、進入路、庭、カーポートなど） 

 
４．資金調達についての計画 

 

・土地購入費（４条の場合は一体利用地として他人所有地を購入しない限り該当なし）、土地造成費、建物建築費

などに区分し、㎡当たりの単価及び必要経費を記入（転用事業に係る全体費用を記載） 

 

例示について補足 

   例示では、土地造成費（180,075 円）に駐車場・進入路（造成～完成）まで含まれている扱いですが、土

地造成とは区分して駐車場・進入路の整備費の記入でも結構です。また諸経費も建築費に含んでいますが

同様です。 

  

例えば・・・ 

  土地造成費 360.15㎡×500 円＝ 180,075円   土地造成費 360.15 ㎡×400円＝        144,060円 

  建物建築費 220㎡×20,000 円＝4,400,000円    建物建築費  220㎡×19,500円＝     4,290,000円 

             計                   4,580,075円     駐車場・進入路舗装費 60.15 ㎡×600円≒36,015円 

                                                   諸費用（諸経費）   一式        110,000 円 

                                                                計                     4,580,075円 

 

５．転用することによって生ずる付近の土地・作物・家畜等の被害防除施設の概要 

 

・周辺農地の農業用排水施設の確保、転用事業に係る施設の取水・排水計画、造成時の周辺農地への被害防除計

画、周辺農地への被害防除措置、隣接農地所有者との調整状況などを記入（［一例を参照］） 

 

６．その他参考となるべき事項 

 

・他法令等により許認可等を要する場合、手続き状況などを記入 

 （例・・中津川市宅地造成事業に関する指導要綱に基づき協議中） 

 

・上記３（３）の事業または施設の概要において転用申請地に一体利用地が含まれる場合は次のとおり「土地表

示・地目・面積・所有者氏名」を記入 

一体利用地  中津川市○○字○○□□番□  雑種地  ○○㎡  所有者：○○ ○○ 

 

・一筆の内一部の利用のため残地がある場合は、残地の利用を記入する 

 


